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病気による休業、自己都合による休業に関わらず、休業期間中でも社会保険料の自己負担は発生します。社会保険料は、使用者（石川勤労者医療協会）に支払義務があり、労働者本人（あなた）が支払わなくとも、使用者が立替えて支払わざるを得ないため、あなたが休職中の社会保険料等は、使用者（石川勤労者医療協会）が立替え支払うこととなります。

使用者（石川勤労者医療協会）が立替えた社会保険料の自己負担分については、事業所経由であなた宛てに毎月請求書を発行しますので、必ず支払いをお願いします。各事業所や
法人本部経理への直接の支払いの他、口座振り込みも可能です。

尚、個人的に積み立てている労働金庫等の財形貯蓄や医労連共済や生命保険等、通常給与引き落としとなっているものについては、使用者（石川勤労者医療協会）として立替払いを行いません。各個人で天引き休止・直接支払うなどの対応をお願いします。
(手続きが不明な場合は、各事業所総務担当者・又は法人本部まで連絡ください。)
　
尚、団体契約されている生命保険に加入している方は、契約が解除とならないように引き落としの口座を変更する等対応が必要と思われます。ご留意ください。
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